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聖籠町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。  

 平成３１年２月２２日  

聖籠町長 西脇 道夫  

聖籠町規則第４号  

   聖籠町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部

を改正する規則  

第１条 聖籠町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則（昭

和６２年聖籠町規則第１０号）の一部を次のように改正する。  

第５条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。  

３ 申請者が施行令第５条第２項第３号に定める寡婦・寡夫控除等

のみなし適用を受ける場合は、第１項に掲げる書類に重度心身障

害者医療費助成事業における寡婦（夫）控除のみなし適用申請書

（別記様式第２号の２）を添えて提出するものとする。  

 別記様式第２号中  

 「  

助成対象者又は扶養義務者本人に

ついて、寡婦（寡夫）・寡婦特例・

勤労学生の別（扶養義務者につい

ては障害者・特別障害者も含む。）  

寡・寡特・勤  
障・特障  

寡・寡特・勤  

                             」を  

 「  

助成対象者又は扶養義務者本人に

ついて、寡婦（寡夫）・寡婦特例・

みなし適用対象者・勤労学生の別

（扶養義務者については障害者・

特別障害者も含む。）  

寡・寡特  

みなし・勤  

障・特障  

寡・寡特  

みなし・勤  

                           」  

に改める。  
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別記様式第２号の次に次の１様式を加える。  
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第２条 聖籠町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の一

部を次のように改正する。  

別記様式第３号を次のように改める。

 

 



4/10 
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別記様式第８号を次のように改める。  
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別記様式第９号を次のように改める。  
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附 則  

 （施行期日）  

１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成３

１年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の際現に使用しているこの規則による改正前の別

記様式第２号、別記様式第３号、別記様式第８号及び別記様式第９

号の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。  


